
令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

広
島
県
竹
原
市
本
町
四
丁
目
三
番
五
〇
号

有
限
会
社
植
田
組

清
算
人

植
田

一
史

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

広
島
市
西
区
打
越
町
一
一
番
八

四
〇
四
号

有
限
会
社
山
田
重
機

代
表
清
算
人

山
田

隆
明

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

広
島
県
東
広
島
市
黒
瀬
町
小
多
田
九
九
四
番
地
の
五

有
限
会
社
秀
英
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

清
算
人

腰
本

和
英

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
臨
時
株
主

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

山
口
県
宇
部
市
南
浜
町
二
丁
目
五
番
一
一
号

株
式
会
社
マ
ッ
ク
ス
デ
ー
タ

代
表
清
算
人

高
橋

隆
造

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は

清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

徳
島
県
徳
島
市
紺
屋
町
三
八
番
地

有
限
会
社
片
山
善
貴
商
店

清
算
人

片
山

善
貴

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

愛
媛
県
新
居
浜
市
垣
生
三
丁
目
一
番
一
号

有
限
会
社
イ
マ
ジ
ン

清
算
人

井

文
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
開
催
の
臨
時
株
主

総
会
の
決
議
に
よ
り
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
を
以
て

解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

福
岡
市
東
区
香
椎
浜
三
丁
目
三

四

一
五
一
二
号

株
式
会
社
九
州
地
域
情
報
化
研
究
所

代
表
清
算
人

横
山

正
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
に
解
散
い
た
し
ま

し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

福
岡
県
京
都
郡
苅
田
町
苅
田
三
七
八
七
番
地
二
八

エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
テ
ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
清
算
人

天
神

英
敏

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
九
日
開
催
の
臨
時
社

員
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法

人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二

箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お

申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

福
岡
県
筑
後
市
大
字
津
島
五
〇
三
番
地
三

一
般
社
団
法
人
ワ
ン
・
ヘ
ル
ス
・
ク
リ
エ
イ
ツ

清
算
人

芝
田

良
倫

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

ま
た
、
当
社
は
、
商
号
を
株
式
会
社
福
田
電
気
商
会
か

ら
株
式
会
社
こ
う
ゆ
う
電
気
工
事
へ
変
更
し
て
お
り
ま

す
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

福
岡
県
飯
塚
市
上
三
緒
一
番
地
二
三

株
式
会
社
こ
う
ゆ
う
電
気
工
事

（
旧
商
号

株
式
会
社
福
田
電
気
商
会
）

代
表
清
算
人

福
田

祥
子

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
、
令
和
八
年
五
月

三
十
一
日
付
で
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

福
岡
県
久
留
米
市
北
野
町
大
城
一
一
一
八
番
地
八

サ
ン
ド
商
事
株
式
会
社

代
表
清
算
人

四
ヶ
所

章

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

佐
賀
市
高
木
瀬
東
三
丁
目
十
二
番
一
号

有
限
会
社
ナ
チ
ュ
ラ
ル
食
品

清
算
人

牧
野
内

稜

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

佐
賀
県
鳥
栖
市
山
浦
町
一
四
一
一
番
地
七

株
式
会
社
結
美

代
表
清
算
人

田
中

糸
美

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

佐
賀
県
唐
津
市
和
多
田
用
尺
五
番
一
九
号

株
式
会
社
北
野
温
室
商
会

代
表
清
算
人

北
野

尚
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

福
岡
市
中
央
区
渡
辺
通
一
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
ａ
＆
ｂ
コ
ネ
ク
テ
ィ
ッ
ド

代
表
清
算
人

有
田

重
則
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